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１－１ 合併の必要性 

 

① ３町の沿革とさまざまな結びつき 

 西枇杷島町・清洲町・新川町（以下「３町」という。）の行政区域が形づくられた

のは、今からほぼ 100 年前の明治 39 年（1906 年）のことです。その後、昭和に入り

清洲町が隣接町村の一部と合併してからでも半世紀以上が経過しています。 

 ３町はすでに、し尿処理、ごみ処理、消防、救急など、住民生活の根幹を支える仕

事を共同で処理しています。また、さまざまな民間分野での活動や警察、郵便など

国・県の行政も３町の境界を越えて展開されています。 

３町の合併は、これまで進めてきた広域的な事務の共同処理を一層効率化しながら、

１町単独の財政力・組織力では解決することの難しかった共通の課題に一体的・総合

的に対応し、それを克服していくための取組みです。 

 

② 地方分権の進展への対応 

 我が国の社会経済は、ＩＴの飛躍的発展を背景に、従来の規格大量生産型社会から

大きく変貌を遂げるとともに、また、地球環境問題や、グローバルな社会経済活動の

広がりなど、世界的な潮流の変化も顕在化しています。 

 こうした中で、これらの変化に対応した地域経済運営や、環境共生型社会づくり、

医療、保健、福祉への対応、あるいは子どもを取り巻く環境の変化に対応した人づく

りなど、市町村が対応すべき新たな行政課題が増大しています。 

 ３町の合併は、行政課題が高度化、多様化する一方、地方分権改革が自立した財政

基盤をともなう自治体の確立へと向かう今日、市町村が地域における負担と受益の関

係を明確にしつつ、自ら施策を決定し、説明責任を果たしうる体制を整備していくた

めの取組みです。 

 

③ 少子高齢化の進行への対応 

 出生率低迷の影響を受け、今後我が国の人口は減少し、全体としての高齢化が進行

していきます。このため、将来、少数の生産年齢人口が多くの高齢者を支える社会が

到来するものと予測されています。 

 ３町においても、生産年齢人口(15 歳～64 歳人口)比率は平成２年から７年までに

１  序  論  
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ピークを迎え、その後減少に転じている一方、老齢人口(65 歳以上人口)比率につい

ては、一貫した上昇傾向を示しており、少子高齢化が確実に進行しています。 

 このような来るべき本格的な少子高齢社会においても、安心して住民の生活を支え、

向上させるため、これまで以上に効率的で力強い行政の体制を形成するために 3 町の

合併は必要です。 

 

④ 生活圏の広域化への対応 

 現在、３町のいずれにおいても、住民の６割以上が他の市町へ通勤・通学しており、

また、購買行動においても、３町相互の流入が進み、生活圏としての結びつきを深め

ています。 

３町の合併は、すでに３町それぞれの行政の圏域を意識することなく日常的に行わ

れている住民生活の圏域に合わせていくため、行政の枠組みを再編成するものです。 

 

⑤ 厳しい財政状況への対応 

 依然として厳しい経済情勢が続く中、平成 15 年度末には、国と地方を合わせた借

金が国民１人当たり 548 万円に相当する 695 兆円に上るなど、我が国の財政状況は、

先進国最悪の危機的な状況にあります。 

３町の合併は、行財政運営の効率化をこれまで以上に推し進め、行財政システムを

持続可能なものへと改革していくための取組みです。 
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１－２ 計画策定の方針 

 

（１）計画策定の根拠及び内容 

①西枇杷島町･清洲町･新川町合併協議会は、市町村の合併の特例に関する法律第

５条の規定に基づく市町村建設計画（新市建設計画）を策定するものとします。 

②新市建設計画においては、新市のまちづくりの基本方針を定めるとともに、新

市及び愛知県が実施するまちづくりの根幹となるべき主要事業や特徴的な事業

等の施策を掲載します。 

③新市建設計画においては、公共的施設等の統合整備に関する基本的な方針を明

らかにするものとします。 

④新市建設計画については、計画期間を対象とする財政計画を盛り込むこととし

ます。 

 

（２）計画の期間 

新市建設計画の計画期間は、合併年度及びこれに続く 20年度間（平成 37年度ま

で）とします。 

 

（３）計画の対象地域 

新市建設計画の対象地域は、３町の全域とします。 

 

（４）計画策定に当たっての留意事項 

①合併検討協議会が策定した新市将来構想を基礎として、住民意識調査による住

民の意向を踏まえた、住民合意による計画づくりを目指します。 

②３町が進めているまちづくりの方向性を可能な限り尊重するとともに、各地域

の持つ自然、歴史、文化などの特徴を活かし、３町全体の住民福祉と活力の向

上を目指します。 

③新市の持続可能で均衡ある発展を目指すものであることとします。 

④新市民の交流・連帯が進められるよう十分に配慮し、新市の一体性の速やかな

確立を目指します。 

⑤新市建設計画には新市のまちづくりにおいて真に必要な事業等を位置づけるこ

ととするなど、合理的で健全な財政運営に裏付けられた着実な計画づくりを目

指します。 
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（５）新市総合計画との関係 

新市建設計画は、その性格上、新市の全分野に渡る個別の施策を網羅するものでは

ありません。 

新市において取り組まれる新市全体を対象とする総合計画の策定に当たっては、新

市の行政全般にわたる施策について、新市建設計画の趣旨・内容に沿いながら、審

議・検討されることが必要です。 
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２－１ 位置・地勢・面積 

 

 ３町の区域は、愛知県西部、尾張平野のほぼ中央に位置し、南部は名古屋市に隣

接しています。また、北部は稲沢市及び春日町に接し、東部は名古屋市に、西部は

甚目寺町に接しています。 

 地形は比較的平坦で、庄内川の下流域にあり、ほとんどの地域が海抜 10ｍ未満と

なっています。また、庄内川のほかには新川、五条川などの河川が流れ、豊かな水

辺環境に恵まれ、四季折々の風景を楽しむことができます。 

 交通は広域の利便性に恵まれ、ＪＲ東海道本線、名鉄名古屋本線･犬山線･津島線

及び東海交通事業城北線の鉄道網のほか、東名阪自動車道、国道 22 号、国道 302 号

などの道路網により周辺都市との連携が図られています。 

 

 

 

２  新市の概況  

図 2-1位置図 
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図 2-2 交通網図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３町の総面積は、県内市町村の中で 67 位に相当する 1,331ha で、東西約５km、南

北約 5.5km の広がりをもち、愛知県の面積の 0.26％に当たります。地目別では、宅

地（44.7％）が最も多く、次に道路（18.2％）、農用地（18.0％）、水面・河川・水

路（5.3％）、その他（13.8％）となっています。 

表 2-1 地目別面積 

単位：ha 

 

総面積 

宅   地 農  用  地 
森 林 

原 野 
道 路 

水面・ 

河川・ 

水 路 

その他

2) 住宅地 
その他

1) 
田 畑 

採 草 

放牧地 

新 市 1,331 329 266 113 127 － － 242 70 184 

構 成 比 100.0  24.7  20.0  8.5  9.5  － － 18.2  5.3  13.8  

＊注：その他 1）は「宅地」から「住宅地」を除いた工業用地などである。その他 2）は総面積から「宅

地」、「農用地」、「森林・原野」、「道路」及び「水面・河川・水路」の各面積を差し引いたものである。 

資料：県企画振興部土地水資源課「土地に関する統計年報」平成 13年 
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２－２ 人口・世帯数 

 

 現在の人口は、昭和 40 年から平成 12 年までの 35 年間に約８％増で推移し、平成

12年には 54,893人になっています。 

 昭和 30 年代から 40 年代前半において、３町の人口増加率は全国・県内平均を上

回る増加を示していましたが、昭和 45 年以降は微増減を繰り返しています。しかし、

人口密度は、41人／haであり、県内でも密度の高い地域となっています。 

 また、３町の世帯数は、一貫して増加しており、平成 12 年には 19,743 世帯にな

っています。１世帯当たり人員は、昭和 40 年代から一貫して減少し、平成 12 年に

は 2.8人となっています。 

図 2-3 人口・世帯数の動向 

54,893
55,168

54,311
53,814

54,506

55,496

54,642

51,019

19,743
18,922

17,525
16,351

16,323
15,174

13,940

12,314

48,000

49,000

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

55,000

56,000

昭
和
40
年

昭
和
45
年

昭
和
50
年

昭
和
55
年

昭
和
60
年

平
成
2年

平
成
7年

平
成
12
年

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

人口 世帯

　

（人） （世帯）

 

＊資料：各年国勢調査 
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２－３ 歴史・沿革 

 

① 近代以前 

３町の区域の歴史ははるか遠く、尾張平野最大の遺跡である朝日貝塚やそれに接

する竹村貝塚にみられる弥生時代までさかのぼります。 

また、室町時代のはじめ守護所下津城の別郭として築かれた清洲城など数多くの

歴史資源が各地に残っています。弘治元年(1555 年)戦国武将織田信長公が那古野城

から清洲城へ入城し、慶長年間には城下町一帯が｢東海の巨鎮｣と称され文化の中心

地として、また尾張の要所として栄えた歴史をもっています。 

さらに、関ヶ原の合戦で勝利を収めた徳川家康公が通ったとされ、名古屋と中山

道を結ぶ最も重要な道路と位置づけられていた美濃街道を、吉例街道として、江戸

時代には数多くの大名たちが縁起を担いで通り、家康公の命により開設された青物

市場とあわせ、宿場町として大いに栄えた歴史も有しています。 

江戸時代中期には、庄内川の氾濫により幾度となく水害にあっていた当地におい

て、多くの農民や地元の役人たちの尊い汗と犠牲により天明７年（1787 年）に新川

が竣工されました。その他、江戸時代に製作され、200 年以上の歴史を誇る５輌の山

車が練り歩く尾張西枇杷島まつりは、郷土の伝統文化として現代に継承されていま

す。 

② 近代以後 

近代に入ると、明治 13 年(1880 年)春日井郡が東西の二郡に分かれて西春日井郡が

誕生した後、西春日井郡内の町村で合併が繰り返されてきました。西枇杷島町は、

明治 22 年(1889 年)下小田井村､小場塚新田村の合併により誕生し、現在に至ってい

ます。清洲町は、明治 39 年(1906 年)朝田村、一場村、清洲町が合併し、清洲町とな

った後、昭和 18 年(1943 年)までに大里村や甚目寺町の一部と合併し、現在に至って

います。新川町は、明治 22 年(1889 年)土器野新田村､上河原村､中河原村､下河原村

が合併し新川村が誕生した後、明治 23 年(1890 年)に町制を施行し、さらに明治 39

年(1906年)桃栄町､寺野村､阿原村と合併し、現在に至っています。 
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２－４ 産業 

 

① 就業構造 

 ３町の産業別就業者数は、28,201 人であり、第１次産業が 1.6％、第２次産業が

35.9％、第３次産業が 62.4％です（平成 12年）。 

 ３町の産業別就業者人口割合については、昭和 55 年から平成 12 年にかけて、第

２次産業就業人口の割合が約８ポイント以上低くなり、第３次就業人口の割合は約

10ポイント高くなっています。 

 

図 2-4 産業別就業人口割合の推移 
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＊資料：国勢調査 

② 農業 

 ３町の農業産出額は、平成 14 年が約 7.2 億円ですが、昭和 55 年の 13.1 億円から

大幅に減少してきました。 

 農業産出額の品目別の内訳は、野菜が約 72％、米が約 14％、花きが約 12％と野菜

作が中心で行われています。 
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図 2-5 農業産出額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：東海農政局「愛知農林水産統計年報」 

 

③ 工業 

 平成 14 年の３町の工業の事業所数は 210、従業者数は 8,621 人、製造品出荷額等

は 3,529億円です。 

 製造品出荷額等の推移をみると、昭和 55 年から平成２年まで伸びましたが、その

後は平成 14年まで減少しています。 

 

図 2-6 ３町の製造品出荷額等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：各年工業統計調査（「あいちの工業」より） 

 

 製造品出荷額等について業種別にみると、一般機械が約 36％、電気機器が約 16％

とこの２業種で過半数を超え、プラスチック、食料品、輸送機器がやや目立ちます。 
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④ 商業 

 ３町の卸売業は、平成 14 年で事業所数が 174、従業者数が 1,559 人、商品販売額

が 752 億円です。小売業は、事業所数が 505、従業者数が 3,048 人、商品販売額が

437億円です。 

商品販売額の推移をみると、卸売業は平成３年に昭和 57 年の倍増以上を示し、そ

の後は減少して平成９年からやや盛り返しました。小売業は昭和 57 年から緩やかに

伸び、おおむね横ばいの時期も経て、平成 11年から 14年にかけて伸びています。 

小売業の県内市町村における商品販売額の順位をみると、知多市や蟹江町に次い

で県内では 30番目、尾張部では 19番目になります。 

 

図 2-7 新市の年間販売額（小売業・卸売業）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：各年商業統計調査（「あいちの商業」より） 
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３－１ 人口（総人口、年齢別人口） 

 

 新市は、名古屋市に隣接しており通勤に便利なことからベッドタウン化が進み、

現在の人口は約 55,000 人です。現在計画されている土地区画整理事業をはじめと

する基盤整備事業が進捗すると、新市外からの転入者が増えるため、新市の人口は

平成 22年には約 57,400人にまで増加し、平成 27年には 56,800人程度になる見通

しです。 

図 3-1 人口の推移と将来見通し 
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年齢別人口構成をみると、出生率の低下や平均寿命の伸長などから、今後も高齢

化が進むと考えられ、平成 27年には老年人口が約 13,440人となり、全人口に占め

る割合が 23.7％になると予想されます。 

図 3-2 年齢別人口構成の推移 
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＊資料：国勢調査

３  主要指標の見通し  
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３－２ 世帯数 

 

 一方、核家族や単身世帯が増加することにより、１世帯あたりの人員は約 2.59

人に減少すると予想されます。そのため、世帯数は平成 27年には約 21,960世帯ま

で増えると推計されます。 

 

図 3-3 世帯数と１世帯あたり人員の推移 
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４－１ まちづくりの理念  

 

 新市のまちづくりの理念は、次の３点です。 

① 安心 

 災害、交通事故、犯罪等から生命・財産が守られ「安心」して生活できる安全

なまちづくりを目指します。 

 また、福祉サービスや保健医療体制を充実し、健康で「安心」して暮らせるま

ちづくりを目指します。 

  

② 快適 

 三つの河川に代表される水のある空間を大切にし、自然と共生し、住みやすく

文化的環境が整った「快適」なまちづくりを目指します。 

 また、広域的な交通利便性を活かし、他の地域との連携を図りながら、便利で

「快適」な拠点都市にふさわしいまちづくりを目指します。 

 

③ 創造 

 新しい経済社会への転換が急速に進む中で、市民や地域企業が多様な価値観の

もとで「創造」性豊かな活動ができるまちづくりを目指します。 

 また、地域の歴史や文化を大切にし、次世代を担う子どもたちの「創造」性を

育むまちづくりを目指します。 

４  まちづくりの基本方針  
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４－２ 新市の将来像  

 

 まちづくりの理念である「安心」、「快適」、「創造」を踏まえ、新市の将来像を次

のように設定します。 

 

 

 

 

 

○「水」とは、当地域の個性である水辺環境の豊かさを示していますが、同時に過去に

おいて水害との闘いに代表されるこの地域の取組みの歴史を今後も大切にしていきた

いという意志を込めています。 

○「歴史」とは、当地域の個性である美濃街道、清洲城などの歴史環境の豊かさを示し、

地域の歴史や伝統文化を地域住民みんなの大切な財産として継承し、地域の活性化に

つなげていきたいという願いを込めています。 

○「安心・快適な環境都市」とは、当地域の共通課題である防災安全性やさらなる生活

利便性の向上が実現された、大都市圏にあって自立した魅力ある拠点都市への飛躍・

発展を表しています。 
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４－３ まちづくりの基本方針 

 

新市の将来像、「水と歴史に織りなされた安心・快適な環境都市」を具現化するため

に、次の６つの新市のまちづくりの基本方針を設定します。 

① 安全・安心で自然が息づくまちづくり 

災害発生の未然防止や発生時における被害を最小限にとどめる対策を総合的に進め、

災害に強く、住民誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを積極的に進めるとともに、

庄内川、新川、五条川などの河川について豊かな水辺環境の保全整備を推進します。 

② 便利で快適に暮らせるまちづくり 

自然との共生、循環型社会の構築、生活排水や産業排水の適正処理などを推進し、美

しく、清らかな地域づくりを目指すとともに、新市内の各地域を連絡する地域内幹線道

路の整備、住宅地域の一体的な面整備を実施するなど便利で快適に生活できる居住環境

の形成に努めます。 

③ 健康でおもいやりのあふれるまちづくり 

子育て環境の向上による少子化対策、老人がいきいきと生活できる高齢者対策、物理

的･精神的なバリアフリーの推進による障害者対策、各種保険制度の健全運営など保健･

医療、福祉施策の充実･連携を図り、健康で安心して平等に生活できる地域社会の形成

に努めます。 

④ 歴史・伝統・文化・教育を大切にするまちづくり 

学校教育や生涯学習などを通じ、社会経済情勢の変化に対応できる人づくりと、清洲

城、美濃街道の歴史文化など、個性的な地域資源を活用し、人と歴史、人と人がふれあ

う空間や機会の充実に努めるとともに、伝統的なまつりの継承・発展と地域の活性化を

推進します。また、様々なスポーツを通じた住民の健康づくりを支援します。 

⑤ 創造的にいきいきと働くことのできるまちづくり 

大都市名古屋に隣接する地理的･交通的特性を最大限に生かすため、既存産業の振興、

都市型農業の展開、地域住民を対象とした駅周辺部への商業集積、都市型企業の誘導な

ど様々な角度から地域産業の振興を図り、人々がいきいきと働くことのできるまちづく

りを推進します。 

⑥ 参加と交流のまちづくり（計画推進のために） 

新市の一体性の速やかな確立と均衡ある発展を目指して、新市はこれまで以上に効率
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的・合理的な行政組織の構築や新たな行政運営手法の導入に努め、新市建設計画を着実

に推進します。また、高度情報化時代に対応した情報関連施策の充実により、ひと･も

の･情報の交流を促進し、住民参加のまちづくりを充実させ、時代をリードする都市の

形成を目指します。 



 18 

 

４－４ 土地利用方針 

 

新市においては、工業地区と住宅地区が混在していますが、用途純化を基本とし

つつ、広域的な交通利便性と職住近接のメリットを活かして、産業と住宅が共存す

る地域として整備する必要があります。 

ＪＲ枇杷島駅、名鉄新清洲駅、名鉄須ヶ口駅を中心とする地域を商業地誘導の拠

点として、都市機能の集積による交流拠点とします。 

新市を南北に流れる庄内川、新川、五条川の流域を市民が憩う水辺空間として整

備し、清洲城や美濃街道などの新市を特徴づける歴史的資源を活用して、歩行者が

やすらぎを感じて歩くことができる歩行系の軸を確保し、地域の文化の向上を図る

必要があります。 

これらを拠点商業地誘導ゾーン、憩いの水辺保全・活用ゾーン、歴史的資源活用

軸として、国道 302 号、名古屋第二環状線、国道 22 号線、名古屋祖父江線を基幹と

する広域幹線交通軸、新市の公共施設等を連絡する地区幹線交通軸及び旧３町の中

心部と新市の中心部を連絡する地域内連絡幹線道路によって連結することにより、

新市全体の均衡ある発展と広域的な交流・連携を図ることが必要です。 
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図 4-1 土地利用方針 

 



 20 

 

 

 

 

 

５―１ 施策の構成 

 

新市のまちづくりの将来像である「水と歴史に織りなされた安心・快適な環境

都市」を実現するために、まちづくりの基本方針に沿って以下のような施策の柱

を立て、新市の一体化を図りつつも地域の個性を活かした施策を展開します。 

１ 安全・安心で自然が 

息づくまちづくり 

２ 便利で快適に 

暮らせるまちづくり 

３ 健康でおもいやりの 

あふれるまちづくり 

４ 歴史・伝統・文化・教育を 

大切にするまちづくり 

５ 創造的にいきいきと働く 

ことのできるまちづくり 

６ 参加と交流のまちづくり 

（計画推進のために） 

① 公園・緑地の整備 

② 河川・排水対策の強化 

③ 防災・防犯・交通安全対策の強化 

④ 消防・救急体制の充実 

① 環境保全・緑化の推進 

② 市街地整備の推進 

③ 都市景観の整備・開発指導 

④ 幹線道路の整備 

⑤ 生活道路の整備 

⑥ 上水道の充実 

⑦ 下水道・し尿処理施設の整備 

⑧ 公共交通網の充実 

⑨ ごみ処理体制の充実 

⑩ 広域火葬施設の整備 

① 医療・健康づくりの推進 

② 児童・母子（父子）福祉の充実 

③ 障害者（児）福祉の充実 

④ 高齢者福祉の充実 

⑤ 低所得者福祉の推進 

⑥ 地域福祉の充実 

⑦ 社会保障の推進 

⑧ 消費者施策の推進 

⑨ 市民相談の充実 

① 学校教育の充実 

② 青少年の健全育成 

③ 生涯学習の充実 

④ 文化・芸術活動の支援 

⑤ 文化財保護の推進 

⑥ スポーツ・レクリエーション活動の充実 

① 商業・サービス業の振興 

② 工業の振興 

③ 都市近郊農業の振興 

④ 観光の振興 

① 自治・コミュニティ活動の推進 

② ボランティア・ＮＰＯ活動の充実 

③ 男女共同参画社会の推進 

④ 国際交流の推進 

⑤ 住民参加の推進 

⑥ 電子自治体の推進 

⑦ 行政改革・行政機能の充実 

５  新市の主要施策  
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５―２ 方針別の主要施策 

 

【1. 安全・安心で自然が息づくまちづくり】 

① 公園・緑地の整備 

○街区公園や近隣公園、緑地などの整備を行い、身近な市民の憩いの空間づく

りを進めます。また、市民がスポーツや健康づくりに励めるような総合運動

公園の整備を推進します。 

○庄内川、新川、五条川の河川沿いを気軽にウォーキングやサイクリングがで

きるよう堤防道路を整備するとともに、災害時には避難地などとなる公園を

適切に配置します。 

○広域的な災害時における応急・復旧活動に対応するため、資機材・物資の備

蓄、集積場所の確保、広域的支援部隊の活動拠点など防災機能を併せ持つ公

園を整備します。 

 

② 河川・排水対策の強化 

○平成 12 年（2000 年）９月の東海豪雨の教訓を踏まえ、情報伝達など危機管

理体制の充実や総合的な治水対策を関連機関と連携して継続して行います。 

○校庭・公園などを利用した雨水貯留施設や雨水浸透ます等の雨水浸透施設、

都市下水路や各地域のポンプ場の整備を計画的に実施し、都市の排水機能を

強化します。 

 

③ 防災・防犯・交通安全対策の強化 

○水害や発生が懸念される東海・東南海・南海地震などの災害時に市民と行政、

関係機関が連携して、迅速かつ適切な行動ができるよう、地域防災計画を策

定します。 

○防災施設を整備するとともに、防災行政無線の一元化やハザードマップの作

成などにより、災害時の安全な避難や円滑な情報伝達に備えます。 

○定期的な防災訓練などを実施し、災害時に地域で支え合う自主防災組織を育

成・強化します。 

○日常生活を安心して送れるように、市民と関係団体・警察などと相互に連携

して防犯機能の強化を図ります。 

○市民の交通安全を確保するため、街路灯や歩道、ガードレールなどの交通安

全施設の整備を進めるとともに、交通安全協会などと連携した交通安全の指

導・啓発を進めます。 

 

④ 消防・救急体制の充実 

○消防署や消防車両などの施設を整備・充実させるとともに、耐震性防火水槽

を市内各地に整備して、消防機能を向上させます。 
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○救急については、救急車両を整備するとともに救急救命士の養成を行います。 

 

【主要事業】 

施策項目 主要事業 備考 

公園・緑地の整備 ・近隣公園整備の推進 

・街区公園（土田地区、西田中地区ほか）の

整備 

・防災公園の整備 

・総合運動公園整備の推進 

・緑地の整備（庄内川新川町緑地、庄内川西

枇杷島緑地ほか） 

・河川堤防散策道・自転車道の整備（庄内川・

五条川・新川） 

・ふるさとの川整備事業の推進（五条川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県事業を含む 

河川・排水対策の強化 ・一級河川五条川改修の推進 

・都市下水路整備事業（小場塚排水区、芳野

排水区、土田幹線、水場川右岸ほか） 

・水場川排水機場の修繕 

・排水機場の維持及び整備（芳野排水区ほか） 

・雨水貯留施設整備事業（豊田川排水区清洲

東小学校調整池、古城排水区調整池、ＪＲ

枇杷島駅東、堀江排水区ほか） 

県事業 

 

 

県事業 

防災・防犯・交通安全対

策の強化 

・地域防災計画の策定 

・防災拠点施設の整備 

・防災行政無線の一元化 

・避難所非常用発電機の設置 

・水防ステーション整備事業（庄内川） 

・応急援護物資、資機材の備蓄倉庫、飲料水

兼用型耐震性貯水槽の整備 

・自主防災組織の充実強化 

・小中学校施設等の耐震対策 

・排水機場の耐震対策 

・民間木造住宅の耐震診断・改修補助事業 

・歩道整備・バリアフリー化事業 

 

消防・救急体制の充実 ・耐震性防火水槽の整備 

・消防車両整備事業（西枇杷島町消防団、清

洲町消防団、新川町消防団） 

・救急救命士の育成 

 



 23 

【2. 便利で快適に暮らせるまちづくり】 

① 環境保全・緑化の推進 

○名古屋市に隣接し、都市化が進んでいる新市において、河川など残された貴

重な自然環境を大切に守るため、制度や仕組みをつくり、環境美化を継続し

ます。 

○自動車の走行による排気ガスや工場からの大気汚染、河川の水質汚濁などあ

らゆる公害の抑制に努めます。 

○不法投棄や放置自動車などの撲滅を目指し、関係機関や市民と連携して監視

体制の充実強化を図ります。 

 

② 市街地整備の推進 

○新市として、一体的で長期的な都市づくりを推進するため、都市計画マスタ

ープランを策定します。 

○公共交通の利便性の高いＪＲ及び名鉄の各駅について、新市の玄関口として

ふさわしい機能を持ち、にぎわいのある魅力的な空間整備を行います。 

○土地区画整理事業により、周辺市街地と調和のとれた豊かな居住地を供給し

ます。また、既に整備されているまちについても、居住環境や防災安全性の

充実を図ります。 

○国の特定構造物改築事業（庄内川橋梁改築）により変容する地区の環境整備

を推進します。 

 

③ 都市景観の整備・開発指導 

○無秩序な開発を防ぎ、豊かで美しい風景を維持するため、規制や誘導による

景観整備を推進します。 

○歴史・文化の薫る美濃街道、清洲城の魅力を向上させるため、電柱の地中化

などによる景観づくりを進めるとともに、住む人が暮らしやすい生活環境を

整備します。 

 

④ 幹線道路の整備 

○新市を走る幹線道路の多くは、名古屋市へとつながっているものが多く、広

域的にみても重要性が高いことから、国・県などと協力しながら、今後の交

通需要を見据えた道路網の整備を推進します。 

○特に、旧３町の中心部をつなぐ「地域内連絡幹線道路」は、新市の一体性を

確立し、市民の生活利便性を向上させるとともに災害時の緊急輸送路の機能

を果たす上で非常に重要であり、新市として積極的な整備を図ります。 

○鉄道の高架化や橋梁の建設・改築など、鉄道や河川、他の道路との交差の整

備を推進するとともに、道路改良事業を継続的に実施し、安全でスムーズな

道路づくりを推進します。 
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⑤ 生活道路の整備 

○生活のための道路では、歩行者や自転車の通行を最優先に考え、段差の解消

や交通安全施設の整備などを行い、誰もが安全で移動しやすい、人にやさし

いまちづくりを推進します。 

○河川堤防が健康づくりや憩いの空間となるように、ウォーキングロード、サ

イクリングロードとして整備します。 

 

⑥ 上水道の充実 

○既設水道管の維持修繕を行うとともに、地震等の災害に備えるため老朽管か

ら耐震性の高い管への布設替えを進めます。 

 

⑦ 下水道・し尿処理施設の整備 

○雨水の排除と生活排水を適正に処理し、市内を流れる河川の水質保全や快適

で清潔な生活環境を実現するため、下水道の計画的な整備を進めます。 

○し尿、浄化槽汚泥及び生ごみ等を適切に処理するため、汚泥再生処理センタ

ーを整備するとともに、適正な維持管理を行います。 

 

⑧ 公共交通網の充実 

○新市内の各地域から公共施設や各駅を通る経路で、子どもから若年層、高齢

者までが日常的に利用できる交通手段を提供するため、コミュニティ循環バ

スの運行を推進します。 

 

⑨ ごみ処理体制の充実 

○市民の生活利便性を損なうことなく、環境への負荷を軽減させる資源循環型

社会の形成に向けて、市民・企業・行政が一体となって資源の再利用とごみ

の減量化を総合的に推進するための仕組みをつくります。 

 

⑩ 広域火葬施設の整備 

○市民のニーズや生活様式の変化に合わせた、広域的な火葬場の建設を推進し

ます。 

 

【主要事業】 

施策項目 主要事業 備考 

環境保全・緑化の推進 ・環境美化推進事業 

・悪臭・大気汚染の防止 

・不法投棄・放置自動車等の防止 

・緑地の整備（庄内川新川町緑地、庄内

川西枇杷島緑地ほか）〈再掲〉 
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市街地整備の推進 ・都市計画マスタープランの策定 

・駅周辺整備事業（ＪＲ枇杷島駅、名鉄

新清洲駅、名鉄須ヶ口駅ほか） 

・土地区画整理事業（枇杷島駅東、清洲

土田地区ほか） 

 

都市景観の整備・開発指導 ・規制・誘導策の推進（条例・協定・地

区計画等） 

・美濃街道景観整備事業（電柱地中化等） 

 

幹線道路の整備 

広域幹線交通軸整備 

 

・（都）伏見町線（枇杷島橋～二見交差

点）整備の推進 

・（主）名古屋祖父江線（清洲橋の改築）

の整備 

・（主）名古屋第二環状線歩道整備（歩

道設置）の検討     ほか 

 

県事業を含む 

地区幹線交通軸整備 ・(都)新川清洲線（名鉄津島線跨線橋の

新設）整備の検討 

・（都）木前新川線整備の推進  ほか 

県事業を含む 

地域内連絡幹線道路整備 ・（都）枇杷島小田井線（アンダーパス）

の整備 

・（都）新川甚目寺線・枇杷島停車場線

（橋梁を含む）整備の検討 

・（都）助七西市場線整備の推進 ほか 

県事業を含む 

鉄道高架化の推進 ・鉄道高架化の推進  

生活道路の整備 ・橋梁建設・改築事業（新川小橋、船杁

橋ほか） 

・道路改良事業 

・人にやさしいまちづくり推進事業（ユ

ニバーサルデザインの導入） 

・コミュニティ道路整備事業 

・用水暗渠化事業 

 

上水道の充実 ・上水道整備事業（既設水道管の維持修

繕） 

 

下水道・し尿処理施設の整

備 

・新川西部流域下水道事業の推進 

・流域関連公共下水道事業 

・流域下水道関連環境整備事業 

・汚泥再生処理センター整備事業 

新川西部流域下

水道事業は県下

水道事業 

公共交通網の充実 ・コミュニティ循環バス運行事業  
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ごみ処理体制の充実 ・資源ごみリサイクルの促進 

・リサイクルセンター整備事業 

 

広域火葬施設の整備 ・広域的な火葬施設の整備  
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【3. 健康でおもいやりのあふれるまちづくり】 

① 医療・健康づくりの推進 

○保健・福祉・医療が連携をとり、市民が安心して暮らせる地域医療体制、緊

急医療体制を充実します。 

○各種検診や生活習慣の改善指導などの予防医療を充実し、市民一人ひとりに

合った健康づくりを支援します。 

 

② 児童・母子（父子）福祉の充実 

○安心して子どもを生み育てることができるよう、多様な保育ニーズに対応で

きる体制を整備するとともに、乳幼児医療費を助成し経済的負担を軽減しま

す。 

○子育て支援センターなど地域全体で温かく子どもの成長を見守り、親の負担

や悩みを軽減する仕組みを充実します。 

○母子及び父子といった一人親家庭に対して、経済的な支援とともに保育ケア

を行います。 

 

③ 障害者（児）福祉の充実 

○障害者（児）が安心して暮らせるよう障害者福祉計画を策定し、生活の自立

と介護者の負担軽減を図るとともに、障害者（児）に対して理解を深める福

祉教育を推進します。 

○ボランティアや民間団体との連携により、障害者（児）が地域社会の一員と

して、主体性や自立意識を持っていきいきと活動できる社会づくりを行いま

す。 

 

④ 高齢者福祉の充実 

○長寿社会を迎え、高齢者が生きがいを持っていきいきと生活できる環境整備

を進めるため、現状に則した高齢者保健福祉計画を新たに策定・推進します。 

○介護が必要な高齢者に対しては、在宅介護から、短・長期的な滞在まで幅広

いニーズに対応した介護サービスを整備します。 

○老人クラブの活動や生涯学習・生涯スポーツを通じて介護予防を行い、高齢

者の知恵と経験を地域に反映する仕組みをつくります。 

 

⑤ 低所得者福祉の推進 

○福祉事務所を設置し、生活保護などの低所得者に対する福祉を新市として主

体的に推進し、生活困窮者の生活を保障し自立を助長します。 

 

⑥ 地域福祉の充実 

○行政の福祉サービスでは十分に補うことができない福祉ニーズについては、

地域福祉計画を策定して、誰もが暮らしやすい地域で支え合う地域福祉の仕

組みづくりを推進します。 
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⑦ 社会保障の推進 

○国民健康保険の健全な運営に努め、市民が不安なく暮らせるようにします。 

○介護保険の仕組みと事業について介護保険事業計画を策定・推進します。 

 

⑧ 消費者施策の推進 

○多発する消費者トラブルに対して相談体制を充実させるとともに、トラブル

を未然に防ぐ啓発を行います。 

 

⑨ 市民相談の充実 

○法律問題など市民が生活の中で抱える様々な問題についての相談機会を確保

し、専門的なアドバイスができる体制を整えます。 
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【主要事業】 

施策項目 主要事業 備考 

医療・健康づくりの推進 ・地域医療体制の充実 

・緊急医療体制の充実 

・健康づくりの推進 

・各種検診事業の充実 

 

児童・母子（父子）福祉の

充実 

・子育て支援推進事業 

・子育て支援センター事業 

・児童福祉施設整備事業（新川北部地区など） 

・保育サービスの充実（一時保育、延長保育） 

・福祉医療費助成事業 

 

障害者（児）福祉の充実 ・障害者福祉計画の策定 

・障害者生活・自立支援事業 

・広域的知的障害者施設整備事業 

・障害児保育事業 

 

高齢者福祉の充実 ・高齢者保健福祉計画の策定 

・高齢者生きがい・健康づくり事業 

・特別養護老人ホーム整備事業 

・在宅介護支援センター事業 

 

低所得者福祉の推進 ・生活保護事業 

・各種相談事業の充実 

 

地域福祉の充実 ・地域福祉計画の策定 

・高齢者・障害者（児）を地域で支えるしく

みづくり 

 

社会保障の推進 ・国民健康保険制度、介護保険制度の適正な

運用 

・介護保険事業計画の策定 

 

消費者施策の推進 ・消費生活相談体制の充実 

・消費者啓発の実施 

 

市民相談の充実 ・多様な相談の機会確保 

・専門的な相談体制の充実 
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【4. 歴史・伝統・文化・教育を大切にするまちづくり】 

① 学校教育の充実 

○情報化時代に対応した情報教育設備を整備し、未来を担う児童・生徒の教育

環境を向上させます。 

○小中学校等の老朽化に伴う耐震工事を進め、安全な学び舎を整備します。 

○多彩な地域の人材や資源を教育に取り入れ、心豊かで好奇心を育む教育を推

進します。 

 

② 青少年の健全育成 

○家庭・地域・学校が連携して、青少年の非行防止のための啓発・補導活動を

強化し、相談体制を整備します。 

○次代を担う青少年が主体的に行う、サークル活動やボランティア活動などを

支援し、子どもの居場所づくりを支援します。 

 

③ 生涯学習の充実 

○学齢期の子どもだけにとどまらず、あらゆる世代の人が気軽に学習に取り組

めるよう、生涯学習推進計画を策定・推進します。 

○生涯学習の拠点として、図書館や公民館などを整備するとともに、サークル

や地域住民の自主的な運営を支援します。 

 

④ 文化・芸術活動の支援 

○地域に受け継がれてきた、文化・芸術は新市にとっても大切な宝であり、そ

れらを受け継ぐための仕組みをつくります。 

○拠点となる文化施設を整備し、活動や情報の発信を支援します。 

○各地域のまつりや伝統芸能については、担い手の確保を図りつつ、それぞれ

の地域で継承するとともに、新市内での交流・連携を進めます。 

 

⑤ 文化財保護の推進 

○地域が有する山車・記念物などの文化財の価値と保護の重要性を認識し、文

化財保護施設の整備を推進するとともに、地域内外へＰＲします。 

○旧３町の多くの貴重な資料を新市民共通の財産として後世に残しながら、新

市として新たに市史の編さんに取り組みます。 

 

⑥ スポーツ・レクリエーション活動の充実 

○健康づくりの一環として、様々な世代が楽しめる生涯スポーツ・レクリエー

ションの推進に努めます。 

○地域で多世代がスポーツに取り組める仕組みとして地域型総合スポーツクラ

ブを推進します。 

○新市の一体感を醸成するための地域別対抗のスポーツ大会やレクリエーショ

ンイベントを開催し、地域間、世代間の交流を行います。 
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【主要事業】 

施策項目 主要事業 備考 

学校教育の充実 ・小中学校校内ＬＡＮ整備事業 

・小中学校施設等の耐震対策（再掲） 

・特色ある学校づくり推進事業 

・地域の資源・人材を活かした学校教育の推

進 

 

青少年の健全育成 ・青少年の地域活動への参加促進 

・相談事業 

 

生涯学習の充実 ・図書館整備事業 

・生涯学習推進計画策定事業 

・生涯学習環境の充実 

 

文化・芸術活動の支援 ・文化施設の整備・充実 

・文化・芸術活動団体・サークルの活動支援 

・地域の祭り・伝統芸能の文化継承・交流事

業 

 

文化財保護の推進 ・文化財保護施設整備の推進 

・愛知県清洲貝殻山貝塚資料館（仮称）拡充

整備の検討 

・文化財調査事業 

・市史編さん事業 

 

県事業 

スポーツ・レクリエーショ

ン活動の充実 

・生涯スポーツの推進 

・地域型総合スポーツクラブの推進 

・地域対抗市民スポーツ大会の開催 

・世代間交流レクリエーション事業 

・総合運動公園整備の推進（再掲） 
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【5. 創造的にいきいきと働くことのできるまちづくり】 

① 商業・サービス業の振興 

○駅利用者の利便性と快適性を向上させるため、各駅前の商業・サービス機能

の充実を促進します。 

○商店街の空き店舗を活用するためのアイデアを募集し、実現に向けた支援を

行います。 

○中小企業に対して、経営相談や人材育成など経営支援を実施するとともに、

新規の起業やコミュニティビジネスの養成を行います。 

 

② 工業の振興 

○既存の企業に対して経営支援を行うとともに、空白地には新たな企業を誘致

し、工業の振興を図ります。 

 

③ 都市近郊農業の振興 

○名古屋市に隣接する立地特性を活用した都市近郊農業を振興するため、農業

基盤の整備や近代化の促進などを行います。 

○市民が土に触れ、作物をつくる喜びを実感できる機会を提供するため、市民

農園を整備します。 

 

④ 観光の振興 

○美濃街道や清洲城、山車・記念物などの文化財、町家建築など、歴史によっ

て培われた文化資源や河川沿いの自然環境を活かして、気軽に歩いて楽しめ

る魅力的な観光ルートを整備し、観光客との交流を図ります。 

 

 

 

【主要事業】 

施策項目 主要事業 備考 

商業・サービス業の振興 ・駅前市街地活性化事業  

・商店街空き店舗対策事業 

・中小企業経営支援事業 

・起業家支援事業 

・コミュニティビジネス養成事業 

・中小企業経営支援事業 

工業の振興 ・新規企業誘致事業  

都市近郊農業の振興 ・農業基盤強化・経営近代化促進事業  

 

県事業を含む 

・農道整備（土田・上条地区） 

・排水路、排水施設整備の推進 

・市民農園事業 
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観光の振興 ・文化財保護施設整備の推進（再掲） 

・愛知県清洲貝殻山貝塚資料館（仮称）

拡充整備の検討（再掲） 

・歴史的資源活用軸整備事業 

 

県事業 
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【6. 参加と交流のまちづくり（計画推進のために）】 

① 自治・コミュニティ活動の推進 

○行政主導から市民との協働によるまちづくりを進めるため、地域の自主的な

活動を支援するとともに、地域の意向を尊重しながら、自治会などの地縁組

織を中心としたコミュニティの再編強化について、市民とともに検討します。 

 

② ボランティア・ＮＰＯ活動の充実 

○ボランティアやＮＰＯ（民間非営利組織）などとの協働により多様化する市

民のニーズに対応するため、組織運営面や活動場所などの環境整備や支援を

総合的に進めます。 

 

③ 男女共同参画社会の推進 

○男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画基本計画を策定し、職場や

地域、家庭などにおいての意識改革や仕組みづくりを促進します。 

 

④ 国際交流の推進 

○多文化共生社会を実現するため、学校教育や地域社会における国際理解教育

を推進して地域住民の国際化を図ります。 

○２００５年日本国際博覧会（愛知万博）における「一市町村一国フレンドシ

ップ事業」の成果を活かし、交流相手国との地域に根ざした交流を推進しま

す。 

 

⑤ 住民参加の推進 

○市民と行政の新しい信頼・協力関係を築く第一歩として、新市の総合計画は、

市民参画による市民とともに計画づくりを実施します。 

○住民参加の仕組みを充実させるとともに、行政情報のより一層のオープン化

や説明責任の面から分かりやすい情報提供に取り組みます。 

 

⑥ 電子自治体の推進 

○地域情報化を推進し、ＩＴ技術を活用した広報広聴活動と情報公開、情報交

換を展開します。 

○セキュリティー対策を進めながら業務の電子化を実施し、申請・交付業務な

どがインターネットで行える電子自治体化を進めます。 

 

⑦ 行政改革・行政機能の充実 

○今後の行政運営を展望し、新市誕生を契機として抜本的な行政改革に取り組

む一方で、職員の資質や専門性を高めることで行政機能を充実します。 

○組織・機構の簡素・効率化、関係団体の統廃合、定員管理、給与の適正化な

ど、持続可能な行財政システムの改革に取り組みます。 

○公共施設を「民間との競合」、「市としての存置の意義」、「利用率」等といっ
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た観点から総点検し、廃止、民営化を含む見直しを行うとともに、新たな施

設の整備・運営に当たっては民間の資金やノウハウを活用し、適切な事業の

推進を図ります。 

○市民と行政がともに手を携え新しいまちをつくるために、まちづくり基本条

例を制定し、推進します。 

○市民サービスの向上と効果的な行政運営を実現するため、事務事業の共同処

理の推進や多様な交流機会の充実など、さらなる広域行政の推進に取り組み

ます。 

 

【主要事業】 

施策項目 主要事業 備考 

自治・コミュニティ活動の

推進 

・自治会活動支援事業 

・コミュニティの再編の検討 

 

ボランティア・ＮＰＯ活動

の充実 

・ボランティア・NPO活動の支援  

男女共同参画社会の推進 ・男女共同参画基本計画の策定  

国際交流の推進 ・多文化共生社会の実現 

・国際化に対応できる人材育成 

 

住民参加の推進 ・市民参画による総合計画の策定 

・情報公開制度の推進 

 

電子自治体の推進 ・地域情報化の推進 

・電子自治体化促進事業 

 

行政改革・行政機能の充実 ・新たな行政運営手法の導入 

・行政職員の資質向上 

・庁舎機能の統合整備 

・行政評価システムの検討・導入 

・まちづくり基本条例の制定 

・さらなる広域行政の推進 
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愛知県は、新市の施策と連携しながら、次に再掲する事業の実施などにより、新

市のまちづくりを積極的に支援していきます。また、愛知県は新市に対して市町村

合併特例交付金による財政的支援を行います。 

 

○「水と歴史に織りなされた安心・快適な環境都市」の実現に向けて 

主要事業名 事業概要 

下水道事業 ・新川西部流域下水道事業の推進 

親水環境整備 ・ふるさとの川整備事業の推進（五条川） 

河川事業 ・一級河川五条川改修の推進 

・水場川排水機場の修繕 

県道等幹線道路整備  

広域幹線交通軸整備 ・（都）伏見町線（枇杷島橋～二見交差点）整備の推進 

・（主）名古屋祖父江線（清洲橋の改築）の整備 

・（主）名古屋第二環状線歩道整備（歩道設置）の検討 

地区幹線交通軸整備 ・(都)新川清洲線（名鉄津島線跨線橋の新設）整備の検討 

地域内連絡幹線道路整備 ・（都）枇杷島小田井線（アンダーパス）の整備 

・（都）新川甚目寺線・枇杷島停車場線（橋梁を含む）整備

の検討 

・（都）助七西市場線整備の推進 

農業基盤整備 ・排水路の整備（水場川右岸地区） 

・排水施設整備の推進（福田川地区） 

文化財保護施設整備 ・愛知県清洲貝殻山貝塚資料館（仮称）拡充整備の検討 

 

 

６  新市における愛知県事業の推進  
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既存の公共的施設については、現行の機能を維持しつつ、公共的施設間の情報ネ

ットワークの整備・強化を図り、新市民の誰もが利用しやすい環境づくりを進めま

す。 

小中学校などの身近な施設については、新市の全域において等しいサービスを利

用できるよう均衡化を図るための整備を進めます。 

また、既存施設の特性を活かした機能分担を図り、合併後における利用状況を踏

まえながら、公共的施設の統合による機能強化も検討していきます。 

公共的施設の管理体制については、当面、現在の町役場を発展継承する新市の市

役所及び支所の管理監督の下に置き、地域のニーズに即した運営を行いながら、よ

り簡素で合理的な管理体制の構築を目指して見直しを進めていきます。 

７  公共的施設の統合整備  
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（１）前提条件 

財政計画は、過去の財政状況や現在の財政制度等を参考に、将来の歳入・歳出

について推計したものです。 

計画期間は、合併年度及びこれに続く 20 年度間（平成 17 年度から平成 37 年

度まで）とし、原則、普通会計ベースで推計しています。 

なお、平成 17 年度から平成 29 年度までは決算額、平成 30 年度は決算見込額です。 

また、費目ごとの前提条件は次のとおりです。 
 

① 歳入 

ア 地方税 

現行の制度を基本として、人口推計や経済情勢を踏まえて推計しています。 
 

イ 地方譲与税 

平成 30年度決算見込額を基礎として推計しています。 
 

ウ 地方交付税 

普通交付税については、現行の制度を基本として推計しています。 

また、平成 27 年度以降は、普通交付税の算定の特例（合併算定替）が段階

的に縮減されることから、その影響を見込んでいます。 
 

エ その他交付金 

その他交付金については、税制改正等を見込んで推計しています。 
 

オ 国庫支出金・県支出金 

平成 30 年度決算見込額を基礎に、現行の制度が継続するものとして、扶助

費や投資的経費などの事業費に応じて推計しています。 
 

カ 繰入金 

各年度について、新市建設計画に登載されている事業等に対応する基金の繰

入金を見込んでいます。 
 

キ 地方債 

各年度について、新市建設計画に登載されている事業等に対応する地方債を

見込んでいます。 
 

ク その他の費目 

平成 30 年度決算見込額を基礎として、概ね現状で推移するものとして推計

しています。 

８  財政計画  
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② 歳出 

ア 人件費 

定員適正化計画（平成 26年度から平成 31年度まで）における一般職員数見

込を基礎として推計しています。 

また、平成 32 年度からは会計年度任用職員制度の影響を見込んで推計して

います。 
 

イ 扶助費 

平成 30 年度決算見込額を基礎として、過去の伸び率等を参考に推計しています。 
 

ウ 公債費 

平成 30 年度までに発行が予定されている地方債に係る元利償還金を基礎と

して、平成 31年度以降に計上した地方債に係る元利償還金を加えています。 
 

エ 物件費 

平成 30年度決算見込額を基礎として推計しています。 

また、平成 32 年度からは会計年度任用職員制度の影響を見込んで推計して

います。 
 

オ 補助費等 

平成 30年度決算見込額を基礎として推計しています。 

また、平成 31 年度からは下水道事業特別会計の法適化に伴う影響を見込ん

で推計しています。 
 

  カ 投資及び出資金・貸付金 

    平成 31 年度からの下水道事業特別会計の法適化に伴う影響を見込んで推 

計しています。 
 

キ 繰出金 

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療特別会計については、平成 30 年

度決算見込額を基礎として、給付費の過去の伸び率等を参考に推計しています。 

下水道事業特別会計については、今後の事業進捗の予定及び法適化に伴う影

響を見込んで推計しています。 
 

ク 投資的経費 

各年度について、新市建設計画に登載されている事業等に係る経費を見込ん

でいます。 
 

ケ その他の費目 

平成 30 年度決算見込額を基礎として、概ね現状で推移するものとして推計

しています。 
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7 

4
,9
5
3 

5
,1
5
8 

5
,3
7
1 

5
,5
9
2 

5
,8
2
3 

6
,0
6
4 

6
,3
1
4 

 

公
債

費
 

1
,0
4
7 

1
,2
1
7 

1
,3
4
6 

1
,5
9
5 

1
,7
5
3 

1
,8
2
8 

1
,7
4
8 

1
,7
5
1 

1
,8
4
9 

1
,8
4
3 

1
,7
4
5 

1
,7
8
9 

1
,8
4
0 

1
,7
7
1 

1
,8
4
6 

2
,1
1
4 

2
,3
3
8 

2
,3
6
0 

2
,2
9
9 

2
,1
6
5 

2
,0
6
6 

 

物
件

費
 

4
,1
5
4 

3
,8
2
4 

3
,7
9
2 

3
,8
2
6 

4
,5
4
7 

4
,5
4
0 

4
,6
3
8 

4
,5
0
2 

4
,6
2
1 

4
,7
4
3 

4
,8
6
8 

4
,9
6
6 

4
,8
8
1 

5
,5
4
1 

5
,6
0
2 

4
,6
9
1 

4
,5
3
8 

4
,5
9
5 

4
,5
6
4 

4
,4
4
6 

4
,4
7
0 

 

維
持

補
修

費
 

7
9 

7
6 

8
2 

8
3 

1
09
 

1
00
 

9
8 

9
3 

1
01
 

1
00
 

1
01
 

1
00
 

1
00
 

1
05
 

1
05
 

1
05
 

1
05
 

1
05
 

1
05
 

1
05
 

1
05
 

 

補
助

費
等
 

2
,0
8
6 

1
,7
1
8 

1
,7
0
5 

1
,7
8
1 

3
,4
1
2 

2
,1
4
7 

1
,9
1
3 

2
,0
5
7 

1
,8
5
8 

1
,9
6
6 

2
,0
1
3 

1
,9
8
5 

2
,1
4
1 

2
,3
8
9 

3
,5
6
6 

3
,4
6
5 

3
,2
5
1 

3
,2
8
8 

3
,3
4
1 

3
,4
4
3 

3
,4
6
0 

 

積
立

金
 

3
6 

1
,5
4
2 

2
58
 

2
48
 

6
93
 

7
03
 

1
,4
3
7 

7
43
 

3
68
 

1
,0
9
6 

1
,3
2
2 

1
,0
1
1 

6
02
 

8
38
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
 

投
資
及
び
出
資
金
・
貸
付
金
 

1
16
 

1
01
 

1
01
 

1
03
 

1
17
 

1
13
 

1
13
 

1
13
 

1
13
 

1
08
 

1
08
 

1
08
 

1
07
 

1
07
 

1
,0
8
5 

2
82
 

2
74
 

2
65
 

2
65
 

2
65
 

2
64
 

 

繰
出

金
 

1
,2
9
0 

1
,3
9
7 

1
,6
5
2 

1
,3
2
4 

1
,5
8
8 

2
,2
5
8 

2
,1
7
5 

2
,3
1
1 

2
,9
7
0 

2
,6
1
2 

2
,5
7
4 

2
,7
8
2 

3
,1
6
9 

3
,1
0
3 

2
,0
5
3 

2
,0
7
1 

2
,0
7
9 

2
,0
8
8 

2
,0
6
8 

2
,0
8
6 

2
,1
0
5 

 

投
資

的
経

費
 

2
,9
2
9 

1
,7
0
7 

2
,3
4
0 

4
,2
1
7 

2
,7
8
3 

1
,5
7
9 

1
,8
8
9 

2
,2
2
9 

2
,2
7
4 

3
,1
6
0 

3
,0
1
3 

4
,3
4
6 

2
,9
0
8 

2
,5
5
0 

5
,4
9
0 

4
,2
6
2 

3
,3
6
2 

1
,6
8
4 

1
,3
8
1 

7
48
 

1
,1
0
9 

 

合
計
 

1
6,
9
15
 

1
6,
8
22
 

1
6,
6
46
 

1
8,
5
48
 

2
1,
4
25
 

2
0,
5
65
 

2
1,
5
56
 

2
1,
2
41
 

2
1,
6
65
 

2
3,
6
07
 

2
3,
7
18
 

2
5,
1
86
 

2
4,
0
29
 

2
4,
6
88
 

2
8,
2
38
 

2
6,
7
02
 

2
5,
8
60
 

2
4,
5
42
 

2
4,
4
30
 

2
3,
9
42
 

2
4,
5
15
 

 

※
 平

成
２
０
年
度
以
前
の
数
値
は
旧
春
日
町
の
数
値
を
含
ん
で
い
な
い
。
 

 


